
 

 

 

 

物価高騰の影響を受けている村民の皆さまの経済的負担の軽減を

図るため、占冠村で使える商品券を配布します。 

 

■商品券の配布期間 

令和８年２月９日（月）から令和８年７月３１日（金）まで 

９時００分から１７時００分まで（土日祝日を除く） 

■商品券の有効期限 

令和８年７月３１日（金）まで 

■商品券の金額 

一人１０，０００円 

■配布の対象者 

令和８年１月２２日（木）時点で住民登録がされており居住し

ている村民 

■商品券の配布場所 

占冠村商工会 

占冠村役場トマム支所 

 

村から皆様へ『しむかっぷ村 共通商品券』引換券を送ります。

『しむかっぷ村 共通商品券』引換券を持って占冠村商工会または

占冠村役場トマム支所で商品券と交換をしてください。 

 

 

注意 ① 『しむかっぷ村 共通商品券』引換券と『しむかっぷ村 

共通商品券』の再交付はできませんので、大切にしてくだ

さい。 

   ② 『しむかっぷ村 共通商品券』には有効期限があります。

お早めにご使用ください。 

 

 

国の重点支援地方創生臨時交付金活用事業 

占冠村食料品等生活支援事業 

占冠村企画商工課地域振興対策室 
電話：0167-56-2124 


